
給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント

平成２３年１１月

鳥取県人事委員会



給与改定や
雇用調整等の状況

人事委員会勧告の手順

鳥取県人事委員会では、県職員と県内民間企業従業員の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精確に比較し、その結果得られた較差等に基づき勧告
を行っています。
また、特別給についても、民間の特別給（ボーナス）を精確に把握し、年間の民間支給割合と職員の特別給（期末・勤勉手当）の年間支給月数を比較して勧

告を行っています。

ボーナス

個人別調査事業所別調査

民間企業従業員（事務・技術）と職員（行政職）との給与を比較
役職段階、学歴、年齢を同じくする者同士を比較

（ラスパイレス方式）

個人別調査
４月分給与

（行政職３，２４８人）

議会知事

人事委員会勧告

民間の特別給の
年間支給割合との比較

（勧告の取扱決定） （給与条例の改正）

４月分給与

（３，２６４人を対象）

※改定の有無にかかわらず調査

・情勢適応の原則
・均衡の原則
等を考慮し、給与勧告内容を決定

給与条例改正案

民間企業従業員の給与の調査
（企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上）

【対象となる事業所２０３事業所のうち１４０事業所を調査】
県職員の給与の調査（１０，２５６人が対象）



公 民 給 与 の 比 較 方 法 （ ラ ス パ イ レ ス 比 較 ）

（役職段階） （学歴） （年齢） （民間給与総額[A]） （公務員給与総額[B]）
26・27歳

…

…

…

１級（主事・技師）

…

…

…

１８・１９歳

大卒

短大卒

24・25歳

各役職段階ごとに、「１級（係員）」と同様、学歴別、
年齢階層別に民間給与及び公務員給与を算定

２２・２３歳

…

２０・２１歳

…

…

１６・１７歳

高卒

行政職
（事務・技術職員）

２級（主事・技師）

３級（係長）

４級（課長補佐）

５級(課長補佐）

中卒

民間給与総額
÷公務員総数
＝338,672円[a]

公務員給与総額
÷公務員総数
＝340,605円[b]

６級（課長）

７・８級（課長・次長）

９級(部長）

………

民間給与×公務員数

民間給与×公務員数

民間給与×公務員数

民間給与×公務員数

公務員給与×公務員数

公務員給与×公務員数

公務員給与×公務員数

公務員給与×公務員数

平成２３年の公民較差 △1,933 円（△ 0.57％） （算定方法）[a] - [b]

【職員と民間事業所従業員との対応関係】

行政職給料表

職 務 の 級 企業規模500人以上 企業規模100人以上500人未満 企業規模100人未満

９級
支店長、工場長

部 長、部次長

８級

７級

６級

５級 課 長

４級 課長代理 課長代理

３級 係 長 係 長

２級 主 任 主 任 主 任

１級 係 員 係 員 係 員

対 応 職 種

係 長

課長代理 課 長

支店長、工場長

部 長、部次長

課 長
支店長、工場長

部 長、部次長
【比較に用いる給与月額】
・県職員、民間とも毎月決
まって支給する給与（基
本給と家族手当などの
諸手当を含んだ額）から
通勤手当と時間外手当
を除いた額で比較



民間給与の較差に基づく給与改定

本年は、地域民間事業所従業員の給与水準を適切に反映させるという観点から、較差を解消するため、月例給の減額改定を行うこ
ととしました。

県職員給与（経過措置額なし）

３３８，００４円

民間給与 ３３８，６７２円

県職員給与（経過措置額あり） ３４０，６０５円

給与構造改革における
経過措置額

２，６０１円

較差

１，９３３円
（０．５７％）

６６８円
（０．２０％）



１ 鳥取県職員は行政職給料表適用者、国家公務員は行政職俸給表（一）適用者である。

２ 平成１９年以前の鳥取県職員の給与額は給与の特例措置前（給与カット前）の金額を掲載している。

鳥取県職員の平均給与額の推移

国：382,092円(40.3歳) 国：381,212円(40.4歳) 国：383,541円(40.7歳) 国：387,506円(41.1歳) 国：391,770円(41.5歳) 国：395,666円(41.9歳) 国：397,723円(42.3歳)

県：370,010円(40.8歳) 県：368,322円(41.0歳) 県：363,742円(41.3歳) 県：356,698円(41.4歳) 県：344,377円(41.8歳) 県：339,991円(42.1歳) 県：338,555円(42.2歳)
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368,000

378,000

388,000
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平成１７年 平成１８年 平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年

円

国（参考）

鳥取県（毎年４月時点）



特別給の支給月数の推移

3.903.864.024.054.254.454.45県職員

3.953.903.864.023.904.044.22県内民間
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本年は、本県の経済・雇用情勢等を考慮し、特別給の支給月数は据え置くこととしました。

※県職員の支給月数は、当該年の勧告前の支給月数



最近の給与勧告等の状況（平成１１年～）

０．０４月３．９０月０．００％平成２２年

△０．１６月３．８６月△０．８６％平成２１年

０．００月３．９０月△０．５７％平成２３年

△０．０３月４．０２月△３．２０％平成２０年

△０．２０月４．０５月△０．０２％平成１９年

△０．２０月４．２５月△０．１２％平成１８年

０．０５月４．４５月△０．３４％平成１７年

０．００月４．４０月０．００％平成１６年

△０．２５月４．４０月△１．０８％平成１５年

△０．０５月４．６５月△１．８８％平成１４年

△０．０５月４．７０月０．００％平成１３年

△０．２０月４．７５月０．１２％平成１２年

△０．３０月４．９５月０．００％平成１１年

対前年比年間支給月数改定率

特別給月例給



勧告に伴う影響額（その１）

【月額の影響】

＜行政職＞
①現 行：340,605円
②改定額：△1,933円
③改定後：338,672円

※△1,933円の内訳
給 料 月 額：△1,886円
管理職手当：△44円
はねかえり：△3円（地域手当）



勧告に伴う影響額（その２）

【勧告後の年収の影響額（行政職3,248人分の平均）】

○昇給がなかったと仮定した場合
＜行政職＞
①改定前：5,385,881円
②影響額： △28,749円
③改定後：5,357,132円

【モデルによる年間給与の影響：40歳係長（配偶者、子２人）】

○昇給がなかったと仮定した場合
（給料月額改定の影響）
＜行政職＞
①改定前：5,275,912円
②影響額： △30,581円
③改定後：5,245,331円



本年の給与改定（まとめ）

○給与構造改革における経過措置を廃止し、給与総額の枠内で、構造是正のための給料表の改定を行う。
（平成２４年４月１日実施）

○平成２４年１月１日

４ 実施時期

○民間の特別給の支給状況（３．９５月）を下回るが、県内の経済・雇用情勢等に鑑み、据置（３．９０月） 。

３ 特別給

○給料表と同様に０．６％引き下げる。

２ 管理職手当

○本年の給料表から一律０．６％引き下げる（ただし、医療職給料表（１）は除く。）。
※給与構造改革における経過措置額等も同様に引き下げる。

１ 給料表

公民較差の解消

給料表の構造是正


